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 平成 29 年第１回野田市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位のご出席

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 開会に当たりまして、新年度予算に反映させていただいております主な施策や事業

と先の議会以降の状況についてご報告いたします。 

 

私にとって初めての新年度予算編成となる平成 29 年度当初予算について申し上げ

ます。 

個人所得の伸び悩みや法人市民税減税等により歳入の根幹である市税の大きな増が

期待できない中で、義務的経費の増により大変厳しい予算編成でしたが、根本前市長

の施策を継承しつつ、市民の皆様にお約束した「元気で明るい家庭を築ける野田市」

を目指し、教育環境整備を中心に公約の実現に向けた施策を可能な限り計上させてい

ただいた予算案となっております。 

一般会計の予算規模は 470 億 6,000 万円となり、28 年度と比較しますと、6.1％、

30 億 5,300 万円の減となりました。国の第２次補正予算に伴い、28 年度へ予算を前

倒して繰越しの措置をした小学校及び幼稚園の空調設備設置事業、中学校トイレ改修

事業、連続立体交差事業、道路・河川等土木事業、臨時福祉給付金給付事業の事業費

総額約 42 億 2,500 万円を加えた実質的な予算規模は、512 億 8,500 万円となり、28

年度比較で、2.3％、11 億 7,200 万円の増となります。予算の概要については、この

後の諸般の報告等の中で説明させていただきます。 

次に、30年度予算編成に向けた取組について申し上げます。 

今後も、市税の増は期待できない中、持続可能な財政運営を行うために、身の丈に

合った事業展開にすることが不可欠となっております。そこで、市の独自事業を中心

に、補助金、助成金等全ての予算について、一つ一つ必要性や費用対効果等の検証に

早々に取り組み、利害関係者と時間を十分かけて協議を行い、ご理解をいただいた上

で、既存事業について、新事業への移行、統合、廃止、縮減等の見直しを行い、予算

に反映させたいと考えております。 

また、財政調整基金についても、標準財政規模に対する残高比が、近隣市と比べて

低い状況にあり、29 年度予算編成方針においても、増強を明記したところです。全

国的に公共施設の老朽化対策としての大規模改修や建替えが課題となっておりますが、

そうした大規模な財政需要に対しても、柔軟で安定した財政運営を可能とするため、

対標準財政規模比 20％を目標とし、当面は 15％を目途に、基金の増強を図りたいと
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考えております。 

 

小中学生アンケートについて申し上げます。 

 アンケートは、１月中に実施し、既に全小中学校から回収しております。小学校低

学年には６項目、小学校高学年及び中学生には８項目について質問し、児童生徒の率

直な考えを書いていただきました。アンケートの回収件数は、小学校 8,072件、中学

校 3,563件、合計 1万 1,635件で、このうち私と会って話をしたい、意見を言いたい

という児童生徒は、小学校 1,570人、中学校 217人、合計 1,787人でした。回収した

アンケートは、私が直接読んだ上で、会って話をしたいと思った児童生徒とは意見交

換をし、そこから野田市の未来を担う子供たちのために実施すべき施策を検討したい

と思っております。 

 

教員の多忙化解消について申し上げます。 

教員の多忙化解消に向けた取組として、教員の事務負担の軽減のため、平成 29 年

４月から「小学校学級事務支援員」を配置し、学級担任が行ってきた教材づくり、資

料印刷・配布、提出書類の整理、就学援助事務などの支援業務を中心に行います。ま

た、学校の校務における負担の軽減を図るため「校務支援システム」を導入し、教育

委員会と学校の情報交換をグループウェアによるものとし、連絡機能、通知表や指導

要録、調査書の作成を含む成績管理機能などの効率化を図ります。この「校務支援シ

ステム」は、29年度を準備期間、30年４月から本格稼働とします。 

このような取組により事務負担が軽減された分、子供と触れ合う時間が確保でき、

教員の心身の健康の保持にもつながるものと考えています。 

なお、「小学校学級事務支援員の配置」及び「校務支援システムの導入」に係る経

費を当初予算に計上させていただいております。 

 

新たな学習支援について申し上げます。 

 これまで、経済的な理由により学習機会の少ない中学生を対象に実施してきた「ス

テップアップセミナー」について、来年度からは受講者を限定することなく、基礎学

力の向上や学習習慣の定着を希望する中学生全体に対象を拡げ、「子ども未来教室」

として実施します。 

平成 29 年度は、市内の公民館とコミュニティセンターを会場として、２、３年生

は４月から、新１年生は５月中旬から、毎週１回、午後７時から午後９時まで、数学
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と英語を中心に実施する予定であります。 

 なお、基礎学力の向上のため、小学生への学習支援も実施したいと考えております

が、帰宅時間を考慮し、放課後の各小学校を利用することから、教室の確保など学校

との調整が必要になりますので、30年度から実施できるよう進めてまいります。 

 

 小中学校等へのエアコン設置について申し上げます。 

 平成 28年度に実施している中学校のエアコン設置工事につきましては、既に 10校

が完成し、残る１校についても当初計画の３月 15日までには完成する見込みです。 

 小学校及び幼稚園のエアコン設置工事につきましては、国の 28 年度第２次補正予

算に係る対応として、先の議会の補正予算に計上し、議決をいただいたところですが、

設計額の確定に伴い、今議会に減額の補正予算を計上させていただくとともに、追加

議案として工事請負契約の議案を提案させていただく予定をしております。工事期間

中は、学校等の運営に支障のないよう努めるとともに、安全確保には十分配慮して進

めてまいります。 

 

子ども館及び老人福祉センターの新たな整備に係る行政改革推進委員会での審議結

果について申し上げます。 

 私の公約である、子ども館及び老人福祉センターの新たな整備につきましては、１

月 24 日に開催されました行政改革推進委員会で施設の整備の必要性について、ご審

議いただき、ご了承をいただきました。今後は、平成 30 年度に基本設計、31 年度に

実施設計を目標として検討を進めてまいりたいと考えております。なお、検討状況に

つきましては、児童福祉審議会と老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会に

随時ご報告してまいりたいと考えております。 

 

スポーツの推進について申し上げます。 

岩名地先の江戸川河川敷運動広場にあります野球場４面とサッカー場１面につきま

しては、４月から土曜授業のない第１、第３土曜日を少年専用といたします。 

さらに、スポーツの推進を図るために、総合公園では、庭球場、芝生広場及び野球

場を対象に、関宿総合公園では、グラウンド・ゴルフ場、フットサル場、ゲートボー

ル場及び関宿少年野球場を対象として、７月と８月の２カ月間、休館日と大会使用で

支障のある日を除いて、午前７時から早朝開場を実施いたします。 

今後については、利用状況を踏まえ、開場時期や対象施設を順次拡大してまいりた
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いと考えております。 

 

東京直結鉄道の建設実現に向けての取組について申し上げます。 

 ２月５日に東京直結鉄道建設・誘致促進大会実行委員会が中心となり、第 30 回東

京直結鉄道建設・誘致促進大会総決起大会が清水公園内座生荘において開催されまし

た。 

今回の総決起大会は、昨年４月の交通政策審議会答申を受けて初めての開催であり、

答申を踏まえ、住民の悲願であります東京直結鉄道の整備実現に向けて、改めて関係

者の意識共有の場を築くことなどを目的として開催され、県、地下鉄８号線建設促進

並びに誘致期成同盟会構成自治体職員、東京直結鉄道建設・誘致促進連絡協議会参加

の商工会議所、商工会の皆様方約 200人の参加者がございました。 

 また、八潮－野田市間の先行整備実現に向けて同盟会では、連絡協議会と合同で、

昨年 11 月の千葉県知事要望に引き続き、２月６日に茨城県知事、７日に埼玉県知事、

８日に国土交通大臣に対し、それぞれ面談の上、要望書を提出いたしました。 

 課題の整理については、同盟会幹事会において、研究部会を設置する方向で議論が

進められております。 

 市においても、東京８号線（八潮－野田市間）の先行整備実現を目指し、関係部局

による庁内勉強会を開催し、鉄道整備に係る共通認識を深めており、今後は、平成

25 年度及び 26 年度に同盟会で実施した事業化調査において東京８号線の市内延伸ル

ートと想定している地域について、課題の整理を行うとともに、同盟会の取組等と連

携しつつ、想定している市内２駅周辺のまちづくり等を調査検討してまいります。 

 

 公契約条例について申し上げます。 

まず、保育士確保のため公契約条例を活用した保育士賃金の最低基準額を引き上げ

ることについてですが、各保育所の指定管理者の意見を伺ったところ、保育士の絶対

数が足りない中で保育士確保につながらないこと、また、最低基準額の大幅な引上げ

は、指定管理保育所以外に勤務する保育士の賃金への影響や、人事異動に支障が生じ

るなど、給与体系に影響する引上げは困るとの問題提起がなされたところです。 

そのため、大幅な最低基準額の引上げについて断念したところですが、保育士につ

いては、契約途中のものについても、市の職員給与の引上げを反映した新年度の単価

1,059 円を適用させることで、各保育所の指定管理者の理解を得て対応したいと考え

ております。介護職についても同様の対応をしていきたいと考えております。 
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契約途中の最低基準額の引上げに伴う各事業者の負担分については、市が補填する

こととし、係る経費を当初予算に計上させていただいております。 

また、公契約条例の運用につきましては、制定から７年が経過し、様々な課題も見

えてきたところであります。清掃業務等に適用している最低基準額について申し上げ

ますと、条例制定当初は最低賃金より 101円高かったところですが、今年の４月には

最低基準額が 891 円となり最低賃金との差が 49 円に縮小してしまう状況となります。 

しかし、特に中小事業者の経営状況が改善されているとは言えない中、最低賃金に

連動させる最低基準額の引上げは、事業者の経営を圧迫することも予想されることか

ら、多方面からの議論が必要であると考えております。長期継続契約の期間中適用さ

れる最低基準額についても、今回例外的に保育士の賃金を引き上げることとしました

が、他の職種も同様に対応できるかについては、やはり多方面からの議論の必要があ

ると考えております。 

これらの課題等を審議していただくことを目的に、労働者団体を代表する者、事業

者、学識経験者のそれぞれ２人の構成による公契約審議会を設置するための条例改正

案を今議会に提案させていただいております。 

 

 保育所待機児童対策について申し上げます。 

 始めに、保育所待機児童数ですが、平成 29年２月１日時点の待機児童数は 54人、

待機児童を含む保留者数は 262人で、このうち 200人が保育士不足によるものです。

また、昨年４月１日時点との比較では、待機児童数で 54 人の増、保留者数で 198 人

の増となっており、昨年の同時期と比較するとそれぞれ２人及び 43 人の増となって

おります。 

 公契約条例の活用による最低基準額の引上げが、保育士確保対策として必ずしも有

効ではないという問題がある中、野田市として何が必要かを考えました。  

 現在、保育の現場からは「発達障がいが疑われる児童（いわゆるグレーゾーンのお

子さん）が増えている」との声があり、その実態について保育所を運営する事業者に

意見を伺ったところ、事業者からは、「日常の保育の中で、そのような子の対応に追

われ、クラスを運営していく上で担任だけでは足りない」、「グレーゾーンのお子さ

んに対する保育士の加配については、行政の財政措置がないため配置が難しい」とい

う意見がありました。 

この背景には、療育手帳などを持たない児童については国や県の制度の対象外であ

り、各市の制度においても十分な支援内容になっておらず、保育士不足を更に助長し
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ている現状があるものと考えられます。 

そこで、野田市としては、グレーゾーンのお子さんに対応するため、各事業者に対

し、加配に係る賃金の実費を補助する財政措置を行うことで保育士を配置しやすくし、

相乗効果として、クラス運営を担当する保育士のローテーションにも余裕が生まれ、

保育士の負担が軽減することから、全体の保育士数の確保対策としても期待できると

考え、現在の障がい児保育の支援制度を見直し、新たな仕組みを構築していくことと

しました。 

 具体的には、障がいの疑いのある児童も含めた補助制度に特化した規則を今年度中

に制定し、来年度からは、事業者からの申請に基づき、加配の賃金に相当する額を補

助することで保育士確保の流れを導き、働きやすい職場環境の実現を図ってまいりま

す。また、障がい児対応の職員は、児童との相性が重要であり、必ずしも保育士でな

くても良いなどの意見もあったことから、この点も含め、保育現場を市が一緒に見た

上で加配の必要性などを判断したいと考えております。 

 次に、本年４月に向けた待機児童・保留者の解消対策ですが、まず、直営保育所に

ついては、正規職員の退職者を補充するため、任期付保育士６人を採用し、臨時職員

については、１月から賃金を引き上げ、処遇改善を行ったところでございます。 

保育の量の整備については、エンゼルプラン第４期計画に位置付けた新たな施設の

整備として、幼保連携型認定こども園「仮称 聖華未来のこども園」が４月１日に開

園を予定しています。当該こども園は、新園舎が昨年 12 月に完成しており、入所予

定者数は、保育所部分で 69 人、現幼稚園児が卒園した 31 年度当初では、更に 42 人

分の定員が確保され、待機児童・保留者の解消に寄与することが期待されます。 

 また、将来の少子化による供給過剰を見据え、今年度から既存保育所の定員増によ

る受入数の確保を図ってきましたが、定員を 120％超過した場合の国の減算措置の猶

予期間が、新制度施行後５年間に延長されたことから、保育基準を遵守した上で、可

能な限りの受入数の確保について各事業者に依頼するとともに、新年度の利用調整の

段階から、入所申込者数と保育士確保見込みの情報を市と各事業者が共有し、連携す

ることで、年度当初における待機児童数等ゼロを目指してまいります。 

 

 生物多様性自然再生の取組について申し上げます。 

 生物多様性庁内推進会議につきましては、12 月議会以降２回会議を開催し、全庁

から提出されたアイディアのうち、費用が掛からず、今年度又は来年度から実施可能

な事業について更に議論を進めました。その結果、12 月議会でご報告した事業に加
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え、学校給食試食会での黒酢米・江川米に関するクイズ正解者等に黒酢米を贈呈する

ほか、市役所１階ギャラリーで毎年実施している市内全保育所の保育の様子や子育て

支援センターで開催されている行事の様子を紹介する展示会において「生物多様性コ

ーナー」を新設すること、さらに、みどりの保全チャリティゴルフと銘打ったチャリ

ティゴルフ大会の開催を目指し、関係団体と調整に入ることなどについて決定いたし

ました。 

また、先の議会でご報告した市民参加によるシティプロモーション事業の公募につ

きましては、「生物多様性」をキーワードとして、野田市の魅力発信事業のアイディ

アを２月 13 日から３月 31 日までの期間で募集しております。２月 20 日現在、１件

の応募を頂いているほか、提出に伴う事前相談を頂いているところです。 

次に、コウノトリの飼育・放鳥についてですが、２月７日に東京都足立区で死亡し

た野鳥から、Ａ型インフルエンザウイルスが確認されたことから、野田市の高病原性

鳥インフルエンザ発生時における予防対応マニュアルに基づき、ウイルスの持ち込み

を防ぐため、２月８日より当面の間、観察棟を閉鎖し、一般公開を中止するとともに、

個体を全て小ケージに移動しました。 

公開の再開時期としましては、環境省による死亡個体の回収場所周辺 10 キロメー

トル圏内における野鳥監視重点区域の指定が解除された時点で、一般公開を再開する

予定です。 

また、来年度のコウノトリの試験放鳥についてですが、各施設のコウノトリの産卵

時期や血統も考慮し、ＩＰＰＭ-ＯＷＳ（コウノトリの個体群管理に関する機関・施

設間パネル）の計画に沿い、他の施設から譲り受けた有精卵を親鳥に托卵
たくらん

し、ふ化し

たヒナを放鳥個体とし、昨年同様、放鳥個体へのリスクが低いソフトリリースによる

試験放鳥を計画しております。放鳥時期については、地元への定着の可能性を考えて

巣立ち直後に放鳥する予定です。 

なお、野生復帰を踏まえたコウノトリをシンボルとする地域づくりに取り組むため

の財源として、「コウノトリと共生する地域づくり推進協議会」が「サントリー世界

愛鳥基金」に応募し、来年度も水辺の大型鳥類保護部門において 1,000万円の助成を

頂けることとなりました。 

この助成金につきましては、コウノトリの定着化に向けた環境整備や放鳥に伴う飼

育管理体制の整備等に活用させていただきたいと考えております。 

コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラムについて申し上げます。 

去る２月８日に、さいたま新都心において、当該フォーラムが初めて主催するシン
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ポジウムが開催され、関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会の涌井会長の基調

講演を始め、国土交通省、農林水産省、環境省からの話題提供があり、当該自治体フ

ォーラムを代表して、野田市からは事例報告をさせていただきました。今後もこの活

動を推進するとともに私たちの取組を広く発信しながら、参加の輪を広げ、関東地方

のエコロジカル・ネットワークの実現に努めたいと考えております。 

 

 甲状腺超音波検査について申し上げます。 

昨年 10 月から開始いたしました甲状腺超音波検査費用の一部助成事業の実施状況

としましては、２月 15 日現在、712 人の申請があり、２月 15 日までに、402 人が受

診され、検査結果としましては、特に所見の認められないＡ１判定 316人（78.6％）、

所見は認められるものの、直ちに経過観察や二次検査の必要のないＡ２判定 81 人

（20.1％）、経過観察が必要なＢ判定５人（1.2％）、二次検査を要するＣ判定の方

はいないという状況でした。 

 なお、平成 29 年度も引き続き本事業を実施するための経費を当初予算に計上させ

ていただいております。 

 

 歯周疾患検診について申し上げます。 

歯周疾患検診につきましては、平成 17 年に開始し、以降対象年齢を順次拡大し、

今年度は、20歳と、35歳から 70歳の５歳刻みの方を対象に実施しておりますが、若

い時期からの口腔保健に関する意識の醸成は、成人の最も多い抜歯原因の１つである

歯周疾患の早期発見、早期治療につながり、ひいては全身的な健康と深く結び付いて

いる歯の健康維持の推進や将来の要支援・要介護の防止にもつながることから、29

年度からは、25歳と 30歳を新たに追加することといたしました。これにより、20歳

から 70 歳までは、５年ごとに少ない個人負担で歯周疾患検診を受けることができる

ようになります。 

 

 国民健康保険事業運営について申し上げます。 

平成 29 年度の国民健康保険事業運営につきましては、本年度に生じる剰余金と国

保財政調整基金を活用することで、収支が取れる見通しであり、来年度の国保税の税

率改定は行わないこと及び 30年度の広域化に向けて１月 17日に県から仮の標準保険

料率が示されたことや、税から料に変更することなどを２月 22 日開催の国保運営協

議会において報告する予定でございます。 
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 野田市地域防災計画の修正について申し上げます。 

 地域防災計画につきましては、東日本大震災を教訓に平成 25 年度に見直しを行っ

た以降は関係法令の改定等に伴う修正を行っています。 

 地域防災計画の医療救護活動につきましては、野田市医師会を始めとした医療関係

団体との連携が必要であり、昨年 10 月から定期的に野田市医師会と意見交換を行っ

ています。この意見交換の中で、過去の大規模災害における医療救護活動から現計画

をより実効性のあるものとするための提案を頂いたことから、医療救護所の設置や医

薬品の備蓄等に関し、地域防災計画の必要な見直しを予定しています。 

 また、この医療救護活動の見直しに合わせて、法令等の改正に伴う修正、防災訓練

の推進及び市街地の不燃化・耐震化、備蓄・物流対策、防災関係団体の名称変更等の

修正を行います。 

 なお、これらの地域防災計画の修正については、３月末に防災会議を開催して、ご

審議いただき、４月にパブリック・コメント手続を実施したいと考えています。 

 

 学童保育所の過密化対策について申し上げます。 

 ２月１日時点の入所児童数は 1,324 人で、前年同時期より 29 人多い状況となって

います。保育室面積１人当たり 1.65 平方メートルを下回る施設は９カ所、このうち

小学校区単位で複数施設がある校区では３カ所、単独施設の校区では１カ所となって

おります。小学校区単位で複数施設がある校区については、過密化の解消のため、抽

選などの方法について保護者の意見を伺う説明会を２月 22 日から順次開催していま

す。 

 過密化対策として進めている施設整備の進捗状況ですが、増設した野田第二学童保

育所については、昨年 12月 21日より使用を開始しています。また、新設する清水第

三学童保育所は、４月１日から開設する予定であり、設置条例の改正案を今議会に提

案させていただいております。 

移転により新築する北部学童保育所については、昨年 12 月に工事に着手しました

が、建設予定地の地盤の状況から基礎工法の見直しが必要となりました。 

学童保育所の移転先としては、学校敷地と接する当該敷地が児童の安全性を考える

と最も適した移転先であることから、当該敷地での建設に向け基礎工法の再設計を現

在進めています。  

これに伴い、工事費や工期の変更が生じますが、再開までの現場維持費等の負担を

極力抑えるため、工事請負契約を現時点の出来形で完結させ、改めて６月議会に工事
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費等の補正予算を提案させていただき発注したいと考えております。そのため、今議

会に平成 28 年度分事業費の減額補正予算と予備費で実施中の再設計費の繰越明許費

を計上させていただいております。 

今後のスケジュールとしては、早急に再設計を完了させ、29 年度中の完成を目指

したいと考えております。 

 

 子ども食堂について申し上げます。 

子ども食堂につきましては、市内のＮＰＯ法人が、１月 21 日のプレイベントに続

き、２月 11日に第１回目の子ども食堂「おかわり」をスタートし、子供 48人及び保

護者 29人の合わせて 77人の方に食事の提供をしています。 

市の支援としては、パーソナルサポートセンターの受託事業者が連携している「フ

ードバンクちば」からの協力が得られたため、米 30 キログラムと調味料などの提供

をすることができました。今後も月１回のペースで開催する予定であり、市としても

継続的に支援できるよう取り組んでまいります。 

 

特別養護老人ホームについて申し上げます。 

まず、特別養護老人ホームの整備につきましては、船形地先の第二の福祉ゾーンで

「社会福祉法人円融会」が整備する障がい者にも対応した 90 床の特別養護老人ホー

ム「船形サルビア荘」が１月 27 日に竣工し、４月１日に開所の予定となっておりま

す。なお、開所に当たりまして市民の皆様に向けて、３月 17日及び 18日に、開設す

る施設の内覧会を行うとの報告を受けております。 

愛宕駅東第一土地区画整理事業地区内で「社会福祉法人法師会」が整備する、中心

市街地への 70 床の特別養護老人ホーム「（仮称）ふれあいの里」につきましては、

施設の建設工事に係る入札を終え、１月 12日に工事に着手し、平成 30年４月１日の

開設に向けて作業を進めております。 

 次に、特別養護老人ホームの入所待機者につきましては、29 年１月１日現在、27

人増加し、335 人となり、このうち要介護度３以上の在宅の入所待機者は 159 人とな

っておりますので、２つの特別養護老人ホームの開設により、入所を希望している待

機者は解消されていくものと考えております。 

 このため、29 年度までの第６期シルバープランにおいて、新たに 100 床の施設の

整備を位置付けておりますが、現在の入所待機者の状況では、定員に達することが難

しいと考えられることから、29 年度での施設整備事業者の募集は行わず、30 年度か
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らの第７期シルバープランの中で、改めて今後の施設整備について整理していきたい

と考えております。 

 

 敬老祝事業の見直しについて申し上げます。 

行政改革大綱において、敬老祝事業につきましては、市が単独の財源により実施し

ており、特に、将来的に財政負担が増大する可能性があることから、「見直しについ

て検討する必要がある」と給付サービスの見直しが位置付けられております。 

また、第６期シルバープランにおいても、高齢者の増加により支給対象者が増加し、

財政的な負担も増大しているため、「近隣市の状況を見ながら、対象年齢の引き上げ

や重点化等についても見直しを図る」と位置付けていることから、今後の財政負担の

見込みや近隣市の状況を考慮するとともに、野田市共通商品券による商業振興機能に

十分配慮しつつ見直しを行うことといたしました。 

このため、敬老祝金支給条例の改正案を今議会に提案させていただいております。 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業について申し上げます。 

一般介護予防事業の再編につきましては、これまでの介護予防教室や高齢者筋力向

上トレーニングを廃止し、「介護予防 10 年の計」として、シルバーリハビリ体操、

（仮称）介護予防大学、通いの場の創出、市民ボランティアの育成、民間活力の活用

及び広報戦略の６つの柱に再編した新たな一般介護予防事業を実施いたします。 

１つ目のシルバーリハビリ体操は、茨城県立健康プラザ管理者の大田仁史医学博士

が考案した、身体能力が低下した高齢者でも無理なく行える 92 種類の体操です。市

民の体操指導士が一般の市民を指導する仕組みのため、多くの専門職を必要としませ

ん。この体操を全域で実施している茨城県では、要介護認定率が下がる自治体がある

など介護予防の効果が得られており、積極的に普及してまいりたいと考えております。 

２つ目の（仮称）介護予防大学では、スーパーなどに出向いて行う出前ミニ講座、

保健センターで（仮称）介護予防大学の全講座を網羅する本講座、本講座の中から市

民の要望に応じて身近な場所に出前する出前講座を行いますが、これらは新たな取組

であり、軌道に乗るまでは多くの課題を解決する必要があると考えております。 

３つ目の通いの場の創出は、介護予防や孤立化防止のための活動場所の開設時に補

助を行うもので、既存の地区社協の活動も対象とし、市内全域での開設を目指します。 

４つ目の市民ボランティアの育成では、新たなシルバーリハビリ体操指導士、野田

市介護予防サポートボランティアの会の介護予防サポーター、ボランティアポイント
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制度の介護支援ボランティアに加えて、介護予防大学ボランティアを新設します。 

５つ目の民間活力の活用では、介護予防に資する取組を行う企業に事前に登録いた

だき、市の後援や周知協力を可能とします。 

６つ目の広報戦略では、介護予防の共通マークやＰＲ映像を作成するとともに、子

供から高齢者まで市民が集う介護予防のイベントを総合公園及び関宿総合公園で開催

します。 

次に、介護予防・生活支援サービス事業につきましては、原則として全ての利用者

が総合事業に移行いたしました。新たな担い手による多様なサービスにつきましては、

第７期シルバープラン策定に向けた各種調査の中で、需給の動向を調査し、来年度の

策定過程の中で検討してまいります。 

 

耐震改修助成制度の見直し等について申し上げます。 

これまで、耐震改修工事費補助金につきましては、一律に補助率は３分の１、補助

上限額は 25万円としておりましたが、平成 29年度からは、高齢者世帯、障がい者世

帯及び低所得者世帯に対しましては、補助上限額を 75 万円に引き上げ、加えて低所

得の高齢者世帯及び障がい者世帯に対しましては、補助率についても２分の１に引き

上げることで工事費の負担軽減を図ってまいります。 

 また、耐震改修工事が進まない高齢者や障がい者の世帯のうち、市民税非課税世帯

を対象に、身体の安全を確保でき、安価で短時間で設置できる家具転倒防止器具の取

り付けを市が実施することとし、係る経費を当初予算に計上させていただいておりま

す。 

 

 東武野田線連続立体交差事業について申し上げます。 

 連続立体交差事業は、国の経済対策の補正予算について、繰越しの手続をお願いし

ており、平成 29 年度中の愛宕駅東口仮駅舎設置及び全線の仮線切替えを目指してま

いります。 

しかし、現在の事業認可期間である 29 年度末までの完了は難しい状況となってお

り、事業主体である千葉県は、市の合併特例債の発行期限である 35 年度末まで期間

を延伸することで国との協議が整い、１月 24 日に変更認可申請をし、年度末には認

可になる見込みと聞いております。 

 

 平成 28年度第２回土曜授業アンケート及び 29年度の土曜授業について申し上げま
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す。 

28 年度第２回土曜授業アンケートでは、「学習内容をわかりやすく教えてもらっ

ている」と肯定的に回答した児童生徒の割合は 81％、「普段できない習熟度別学習

やティームティーチングなどを土曜授業で行えている」と肯定的に回答した教職員の

割合は 84％と、ともにこれまでの調査の中で最も高い数値となりました。これは、

教員が目の前の子供たちのために必要な学習を丁寧に行い、教職員が土曜授業に一定

の成果を感じ始めている表れであると考えています。 

 土曜授業は、開始当初の 26 年度に年間 17 回でスタート後、見直しを図り、年間

15 回実施してまいりましたが、10 月、11 月は、土曜日や日曜日に学校行事や地域行

事が集中し、児童生徒や教職員にとって大きな負担となっておりました。また、学校

は、土曜授業日以外の土曜日に行事を持ち、その結果、土曜日に毎週登校するような

状況にもなりました。 

そこで、29年度は、11月第２週の土曜日を１回減らし、年間 14回で実施すること

としました。 

なお、土曜授業アンケートと同時に調査した二学期制アンケートの結果につきまし

ては、保護者の 56％、教職員の 80％が二学期制を支持しております。二学期制のメ

リット・デメリットを見極め、メリットを最大限に発揮できるよう今後も取り組んで

まいります。 

 

 新清掃工場建設候補地について申し上げます。 

新清掃工場建設につきましては、第二清掃工場隣接候補地の地元関係自治会の代表

者 22 人で構成する新清掃工場合同対策委員会を設立していただき、平成 28 年 12 月

15 日と 29 年１月 26 日に開催された合同対策委員会において、環境アセスメント現

況調査の中間報告や、施設整備基本計画の方針案についてご説明をさせていただきま

した。 

今後、環境アセスメントの予測、評価を行うに当たり、排ガス、騒音、振動等の公

害防止基準や煙突の高さ等の施設整備基本計画の策定が必要であることから、引き続

き合同対策委員会と協議してまいります。 

なお、28 年 11 月 26 日に開催された新清掃工場建設候補地選定審議会において、

環境アセスメントの実施状況を報告するとともに、今後の審議会は原則公開とするこ

とでご決定いただきました。 
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 婚活事業について申し上げます。 

婚活事業につきましては、他市の状況や補助制度の有無等を勘案し、「結婚相談事

業」、「婚活イベント事業」、「結婚新生活支援事業」の３事業を、少子化対策の一

環として実施したいと考えております。 

実施時期につきましては、段階的に実施することとし、「婚活イベント事業」及び

「結婚新生活支援事業」は、平成 29 年６月議会で補正予算をお願いさせていただき、

実施したいと考えております。また、「結婚相談事業」は、「婚活イベント事業」等

の実施状況を見ながら利用者のニーズを把握した上で、実施時期及び実施方法を検討

する考えでございます。 

 

市民活動支援補助金について申し上げます。 

市民活動団体への支援につきましては、野田市総合計画第１次実施計画において、

平成 29 年度から「財政的な面からの団体運営の支援」を位置付けております。この

ため、財政支援の仕組みについて検討を重ねてまいりました。他の自治体においては、

事業費補助を実施している自治体は多いのですが、運営費補助を実施している団体は、

ほとんどありません。その理由として、事業費補助と比較すると、補助対象団体の選

定が非常に難しいということが考えられます。野田市としても、この点には苦慮して

いるところですが、市民活動団体からは、事業費補助よりも、日々の活動に対する運

営費補助を望む声が多く聞かれます。そこで、野田市としては、組織の運営や組織体

制の強化を図るための運営費補助金制度をあえて創設したいと考えています。 

つきましては、29 年度から野田市市民活動支援センターの登録団体を対象に、設

立５年未満の団体に対する「組織基盤強化支援」と、設立５年以上の団体に対する

「事業発展支援」の２種類の補助を実施し、29 年度は「組織基盤強化支援」を１団

体に、「事業発展支援」を３団体に交付するよう当初予算に計上させていただいてお

ります。 

 

 指定管理者制度について申し上げます。 

 花輪保育所につきましては、保育所の指定期間を７年間とする方針に従いまして、

平成 29 年度及び 30 年度の２カ年の随意指定とさせていただくため、１月 11 日の選

定委員会で事業計画書等を審議した結果、問題なく運営できることを確認いたしまし

たので、「株式会社日本保育サービス」を指定管理者候補者に決定しました。 

 また、随意指定となる野田市心身障がい者福祉作業所、関宿心身障がい者福祉作業
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所、郷土博物館及び市民会館は、市又は教育委員会と指定管理事業者との仕様書等の

協議がまとまりましたので、選定委員会を開催し審議を行った結果、野田市心身障が

い者福祉作業所は「社会福祉法人野田みどり会」、関宿心身障がい者福祉作業所は

「社会福祉法人はーとふる」、郷土博物館及び市民会館は「特定非営利活動法人野田

文化広場」を指定管理者候補者に決定いたしました。以上の５施設については、今議

会に指定管理者の指定の議案を提案させていただいております。 

 なお、関宿心身障がい者福祉作業所につきましては、これまで障害者総合支援法に

基づかない市独自の福祉サービス事業所として、作業指導、訓練及び生活指導を実施

してまいりましたが、今回の更新に当たり、県の基準条例に規定する多機能型による

生活介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業所の基準を満たしたことから、指定障害福祉

サービス事業所に移行し、職員の専門性を高め、きめ細かなサービスを提供していく

こととなりました。このため、心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例

の改正案を今議会に提案させていただいております。 

 

 組織の見直しについて申し上げます。 

 本市では、各種施策の推進体制を強化するため、組織の分割や統廃合などを実施し

ながら、施策の推進に合わせた組織体制の構築に努めてまいりましたが、市を取り巻

く社会情勢の変化に伴い、市民ニーズも複雑・多様化しており、部局横断的に解決す

べき案件も増加しております。そこで、重要施策の推進を始め、部局横断的な様々な

施策に対し、これまで以上にスピード感をもって対応するため、新たに市長直轄の組

織として市政推進室を設置したいと考えております。なお、市長直轄の組織でござい

ますので、秘書業務も所掌させることといたしまして、この市政推進室の設置に係る

条例案を今議会に提案させていただいております。 

そのほか、事務の効率化を図るため、梅郷駅西土地区画整理事務所を本庁舎６階に、

総合公園体育館内の社会体育課を本庁舎７階に、本庁舎７階の青少年課を青少年セン

ターにそれぞれ事務所を移転いたしまして、４月から業務を開始したいと考えており

ます。 

 

以上、先の議会以降の市政の状況についてご報告申し上げましたが、市政発展と市

民生活向上のため、鋭意努力してまいる所存でありますので、議員各位の一層のご指

導、ご鞭撻をお願い申し上げ、私からの市政報告といたします。 
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諸般の報告及び議案等の提案理由の説明について申し上げます。 

 

平成 29年度一般会計予算の概要について申し上げます。 

個人市民税は、景気回復による個人所得への影響が相対的に低く、減少と見込んで

おります。法人市民税も税制改正の影響を受けて減少の見込みですが、固定資産税は

家屋の新築件数見込みなどにより増額となり、市税全体としては、7,800 万円の微増

と見込んでおります。普通交付税は、臨時財政対策債への振替分を含めると、対 28

年度当初予算比では４億 2,700 万円の増額ですが、対 28 年度交付実績比では 5,100

万円減となります。国の地方財政計画における地方交付税と臨時財政対策債の総額が

28年度比で 0.6％減となっていることに加え、合併算定替終了に伴う激変緩和措置の

４年目となることから、一本算定と合併算定替の交付基準額の差の 70％が削減され

ることもあり、当市への交付額は減額が見込まれます。 

歳入全体では、市税の微増はあるものの、地方消費税交付金の１億 8,100万円減、

使用料及び手数料の 6,700万円減、配当割交付金の 3,000万円減、株式等譲渡所得割

交付金の 2,500万円減など総じて一般財源が減少しております。一方の歳出は、退職

者数の増による人件費や社会保障費などの義務的経費の増により、収支が均衡せず、

最終的には財政調整基金から２億円を繰り入れて収支を整えております。 

なお、29 年度予算から、歳入の繰越金及び歳出の財政調整基金積立金予算の計上

方法の見直しを行っております。 

23 年度以降は、繰越金として８億 5,000 万円を歳入に計上し、当該繰越金の２分

の１に当たる４億 2,500万円を財政調整基金積立金として歳出に計上しておりました

が、繰越金については、近隣市並みの５億円を見込み、積立金については、地方財政

法第７条に「地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた

場合においては、当該剰余金のうち２分の１を下らない金額は、これを剰余金を生じ

た翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に

充てなければならない。」と規定されていることから、当初予算に計上せず、決算が

確定する９月議会で補正計上することといたしました。 

また、職員退職手当積立基金の有効活用のルールを定めました。この基金について

は、条例に基づき給料年額の８％に当たる額として約３億円を毎年度積立し、近年は、

ほぼ同額の３億円前後の繰入れを行ってきました。28 年度末の残高見込みは、５億

700 万円となります。今後の退職手当の増額への対応として、この基金残高を活用し、

毎年度の一般財源負担の平準化を図ることとしました。 
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具体的には、これまでどおり繰入額は、３億円を基本額とした上で、当該年度退職

手当額と今後の平均額との乖離を調整していくこととしました。29 年度を例にする

と、退職手当は約９億 2,100 万円ですが、29 年度から 37 年度までの平均額は、８億

200 万円ですので、平均を１億 1,900 万円上回ります。この上回る額１億 1,900 万円

を、基本額３億円に加えた額である４億 1,900万円を繰入額として予算計上しており

ます。29 年度から 31 年度までの３年間は、当面の退職手当のピークとなりますが、

これにより、一般財源負担が平準化されます。31 年度末には基金残高が１億 2,900

万円まで減少しますが、32 年度以降は、退職者の減少により徐々に基金残高が回復

し、37年度末には４億 7,400万円となる見込みです。 

 

 一般財団法人野田市開発協会の近況について申し上げます。 

野田市パブリックゴルフ場の平成 28 年４月から 29 年１月までの 10 カ月間の入場

者数は、ひばりコースが５万 2,957人、けやきコースが３万 5,829人となっており、

前年と比較してひばりコースが 6,441人の増、けやきコースが 361人の増となってお

り、本年度末の入場者数は、ひばりコース５万 9,466人、けやきコース４万 1,047人

と見込まれ、今後の天候により大きく左右されますが、両コースを合わせた今年度の

計画入場者数９万 4,490人と比較しますと、最終的に 6,023人程度上回るものと予測

しております。 

また、１月末までの経営状況に基づく今年度の決算見込みにつきましては、5,600

万円程度の当期利益が見込まれます。 

なお、29 年度以降の経営見通しにつきましては、１月末までの決算見込みに基づ

き、年間入場者数を 28 年度と同等の入場者数に、悪天候による減少日数を補正し、

ひばりコース５万 8,108人、けやきコース４万 89人として 37年度までの決算見込み

を試算したところ、協会存続のための条件である２年連続して純資産が 300万円を下

回ることはなく、開発協会は存続していく見込みとなりました。 

 しかしながら、資金計画では、借入金の償還金支出が年間１億 1,300万円あるため、

年間 4,000 万円程度の損失となり、また、31 年度からの職員への退職金支払などに

より、34年度には 2,625万円の資金不足が生じるものと想定されます。 

 このため、33 年度末には、つなぎ融資として１億円程度を銀行から借り入れる必

要があるとの結果になりましたが、想定入場者数が１割増加した場合には、資金計画

においても資金不足が生じることはないものと見込まれます。 

 ゴルフ人口は、団塊の世代のゴルフリタイアにより、長期連続的に年１％程度減少
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し続けると予想されており、減少するゴルフ人口をゴルフ場間で奪い合うという非常

に厳しい時代に突入しておりますが、今後もお客様の評価の改善を目指し、サービス

水準の維持・向上を図るとともに、入場者数の更なる増加に取り組んでまいります。 

 

まめバスについて申し上げます。 

 コミュニティバス運行計画作成支援業務につきましては、昨年 12 月２日に事業者

と業務委託契約を締結いたしました。２月 10 日、12 日に、まめバスの全てのルート

の始発便から最終便の利用者に対して、アンケート用紙を手渡し、郵送により回収し

ているところです。 

 また、昨年 12 月 14 日に運行開始からの利用者が 400 万人に達しました。400 万人

達成の記念事業として実施した、利用者 400万人達成日当てクイズ、スタンプラリー、

エコバッグの進呈については、多くの方々にご参加いただき、好評のうちに終了しま

した。 

 

 ふるさと納税について申し上げます。 

 平成 28年度分のみどりのふるさと基金への指定寄附につきましては、２月 20日現

在で 193 件、301 万 1,000 円、同様に、学校施設整備等基金への指定寄附につきまし

ては 309件、1,159万 5,000円の申込みを頂いております。 

なお、先の議会でご報告した、野田市ならではの魅力ある記念品を充実させていく

取組につきましては、鋭意市内の商工業者等と協議を進めているところであり、協議

の整ったところから、順次記念品として取扱いを開始させていただいております。こ

れまで、野田市パブリックゴルフ場ひばりコース及びけやきコースの平日利用券、江

川地区水田型市民農園ファミリー型大人１区画参加券を、新たに記念品として追加い

たしました。 

 

野田市公式ホームページへのバナー広告導入について申し上げます。 

市の新たな財源確保と地域経済の活性化を目的に、市ホームページのトップページ

にバナー広告枠を設け、２月１日から民間事業者の広告の掲載を開始しております。 

 広告枠は、全 12 枠のうち９枠分の掲載でスタートしましたが、その後１枠分が追

加され、現在は２枠分が空いています。広告料につきましては、広告代理店との契約

により、広告枠への掲載の状況にかかわらず定額となっておりますので、年度末まで

の２カ月間、安定した収入が得られる形となっております。 
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 なお、広告代理店とは年度ごとの契約となりますので、４月以降の契約については

新たに入札を実施してまいります。 

 

 日本遺産の申請について申し上げます。 

 文化庁で進めております平成 29 年度日本遺産につきましては、千葉県教育委員会

が野田市を含む県内 31 市町村と共同で「房総の“海の幸”の文化」というテーマで

文化庁に申請をいたしました。 

今回の申請は、千葉の豊かな海が育んできた「歴史」、「まつり」及び「食習慣」

を一体で発信するもので、認定の審査結果は４月に発表される見込みであります。 

 

 都市計画関係について申し上げます。 

都市計画マスタープランの見直しにつきましては、見直し方針を本年１月に開催し

ました都市計画審議会に報告し、見直し作業に着手しました。 

総合計画等の策定による整合や時点修正を基本とする見直しのため、目標年次は変

更せず現マスタープランと同様の平成 34 年とします。29 年度中に策定し、公表を予

定しています。 

 

 街路樹維持管理マニュアルの素案について申し上げます。 

 街路樹維持管理マニュアルにつきましては、関係団体から頂いたご意見を踏まえ修

正を行い、作成を進めてまいりましたが、素案がまとまりましたので、３月１日から

３月 30日までパブリック・コメント手続を実施いたします。 

今後、市民の皆様から頂いたご意見を反映させ、マニュアルの作成を進めてまいり

ます。 

 

 郵便局との協定の見直しについて申し上げます。 

 野田郵便局及び川間郵便局につきましては、災害時の協力体制、道路等の損傷や住

民に異変があった場合の通報など３つの協定等を締結し、市民の安全・安心の向上に

ご協力いただいております。これらの協定等のうち道路等の損傷に関する情報提供に

ついては、近年実績がなく通報体制に課題があると考えておりましたところ、昨年末

に野田郵便局から、市に対する情報提供体制を強化するため、野田目吹郵便局を始め

12 局を加えること及び郵便局社員が異変等を通報しやすくするため様式を整備する

などの見直しを行った上で、新たに「災害発生時における野田市と野田市内郵便局の
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協力に関する協定」及び「地域における協力に関する協定」を締結したい旨の提案が

ありました。 

市としては、12 郵便局が加わることで情報提供の機会が増えること、様式を定め

ることで通報しやすく正確な情報提供が期待できることから、この提案を受け平成

29 年２月 17 日付けをもって野田市内の郵便局代表である野田郵便局長と新協定を締

結いたしました。 

 

 災害時協力協定の締結について申し上げます。 

 災害時協力協定の締結につきましては、野田市地域防災計画において、３日分以上

の家庭での備蓄と市の行政備蓄を進めるほか、民間流通事業者との協定により食料や

飲料水、生活必需品などを確保することとしており、12 月１日に全国に物流拠点を

持つ株式会社マツモトキヨシと「災害時における物資の供給協力に関する協定」を締

結しました。この協定により、災害発生時に医薬品や日用品などの供給可能な物資の

提供を受けることができます。 

 

 地域防災リーダー研修会の実施について申し上げます。 

自主防災組織の更なる活性化を図るため、防災とボランティア週間の１月 15 日に

自主防災組織の代表者等を対象に、災害図上訓練を実施し、126 団体 221 人の参加を

いただきました。 

 

 防犯対策について申し上げます。 

昨年 12 月 10 日から 17 日にかけて約 2,000 人の参加により｢年末一斉パトロール｣

を防犯組合支部単位で実施するなど、大変熱心に防犯活動に取り組んでいただいてお

ります。また、２月 10 日には文化会館において、自治会長、防犯指導員、防犯連絡

所等を対象に、防犯意識の向上を目的とした｢防犯合同研修会｣を開催いたしました。 

お陰様で、昨年の野田市の犯罪発生件数は、千葉県警察本部の集計で前年比 349件

減の 1,226件となりました。犯罪抑制のためには、地域の力が必要なことから、今後

も防犯組合と連携した防犯活動を実施してまいります。 

 

東新田土地区画整理事業について申し上げます。 

組合施行による東新田土地区画整理事業につきましては、昨年 12月 16日に、千葉

県知事に組合解散認可申請を行い、２月 21日付けで認可されました。 
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今後は、清算人会において、財産処分等の清算手続を行い、千葉県に清算結了を報

告ができるよう進めていくこととなります。 

 

 台町東特定土地区画整理事業について申し上げます。 

組合事業として、平成５年度の事業着手後、バブル崩壊後の厳しい経済状況の中、

ＪＡちば東葛、関宿台町東土地区画整理組合及び野田市の関係３者が合意した再建ス

キームにより事業を進めているところでございます。 

市といたしましては、28 年３月に都市計画の見直しを行い、保留地を処分しやす

くするため、用途地域を準工業地域等に変更するなど、事業進捗に向け支援している

ところでございます。 

一方、換地計画の内容を改めて精査したところ、換地処分に向けて支障がないこと

を確認できたことから、引き続き権利者への説明及び交渉を行ってまいりたいと考え

ております。 

あわせて、地区界確定や一部残されている物件補償及び区画道路築造につきまして

も引き続き支援していきたいと考えており、早期の換地処分に向けた事務所の体制強

化を図るとともに、事務手続を進めてまいります。 

 

 梅郷駅西土地区画整理事業について申し上げます。 

昨年中に、旧県道五叉路の歩道橋付近の工事を実施して歩道を拡幅しました。これ

により、平成 28年度末の事業進捗率は約 92％となります。 

  

 川間公民館の開館について申し上げます。 

１月 21 日、新しい川間公民館が開館し、同日、落成記念式典を開催いたしました。

記念式典には、地権者、近隣の方、川間公民館の建設にご尽力いただいた川間公民館

建設検討懇談会の委員の皆様など約 70人の方にお越しいただきました。 

記念式典では、来賓の方々などによるテープカットに始まり、地権者及び建設検討

懇談会の委員の皆様に感謝状を贈呈いたしました。 

また、新しい川間公民館を地域の皆様にお披露目するために、落成記念行事を開催

いたしました。記念行事では、西武台千葉中学校及び西武台千葉高等学校の吹奏楽部

の演奏に始まり、中里喜楽会及び船形松竹会の民俗芸能の上演、川間小学校音楽部及

び尾崎小学校金管バンド部の発表が行われ、約 400人の来場者がありました。 

 



 22 

 野田市公告式条例等の改正について申し上げます。 

先の議会の市政報告でも触れさせていただきましたが、野田市公告式条例に位置付

けている８カ所の掲示場につきましては、市民の利用機会がほとんどない状況である

ことから、事務の効率化を図るため、７月から野田市役所掲示場に集約するのと併せ

て、パブリック・コメント手続の意見を踏まえて、市ホームページでの情報の公開を

行う規定を追加する条例の改正案を今議会に提案させていただいております。 

 

 障害者差別解消法に伴う協議会の設置について申し上げます。 

既存の地域自立支援協議会に、障害者差別解消支援地域協議会の機能を追加する形

で、自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会として組織いたしました。具体的に

は、権利擁護に関する専門職である司法書士や人権擁護委員の方を委員に加えるとと

もに、専門部会に障がい者差別の権利擁護を担う新たな部会を設置し、１月 30 日に

は、委員と各部会委員などを対象に、国のアドバイザーを講師に招き、障害者差別解

消支援地域協議会の役割についての研修会を実施しました。 

 

 ごみ減量対策について申し上げます。 

 ごみ減量対策につきましては、２月１日に野田市廃棄物減量等推進審議会から２つ

の項目について、第４次答申を頂きました。 

答申の概要を申し上げますと、１つ目の「指定ごみ袋無料配布枚数の見直し及び紙

おむつ対策について」のうち、指定ごみ袋無料配布枚数の見直しについては、平成

28 年度の交換、販売枚数の実績を見た上で 29 年度に改めて審議すること。また、福

祉施策の一環として実施している紙おむつ対策については、実態に即した対策を講じ

ることとし、乳幼児の対象を３歳未満児まで拡充するとともに、乳幼児、里帰り出産、

障がい者及び高齢者の世帯における排出の利便性を考慮して、指定ごみ袋の大きさを

40リットルから 20リットルとし、枚数を倍にするというものでした。 

２つ目の「食品廃棄物の削減について」は、飲食店や食料品店等から排出される食

べ残し等の食品ロスを減らすことは生ごみの減量に大きな効果があることから、食品

ロスを減らす取組を行っている飲食店等をホームページや市報等で紹介するとともに、

実施していない飲食店等に対しては、市から取組事例を紹介するなど、啓発を図りな

がら推進するというものでした。 

なお、紙おむつ対策につきましては、必要な規則改正等を行い 29 年度から実施し

てまいります。 
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 放射能問題に対する取組について申し上げます。 

放射能対策経費につきましては、ＡＤＲ（原子力損害賠償紛争解決センター）にあ

っせんの申立てを実施しておりましたが、平成 29年１月 26日に和解案骨子が示され

ました。和解案骨子は、放射線量測定費用や除染経費などについては、おおむね認め

るものでありましたが、堆肥センター運営業務委託料や専任職員の放射能対策に要し

た給与については、申立額とは隔たりがある内容となっています。２月８日に和解案

骨子に対して書面にて専任職員の人件費や堆肥センター運営業務委託料の追加的費用

の考え方について意見書を提出しております。今後、ＡＤＲ側からの和解契約書が提

出される予定となっています。 

 また、公共施設の雨どい下や集水マス等に溜まった汚泥、いわゆるマイクロスポッ

トのモニタリングを年１回以上実施しており、市の除染基準である測定高５センチメ

ートルで１時間当たり 0.23 マイクロシーベルトを超える場所はありませんでしたが、

柏市の体育館において、植え込みから高い放射線量が確認されたとの報道を受け、市

としても、公共施設内に側溝汚泥や落ち葉の集積場が放置されていないか一斉点検を

実施しております。 

側溝汚泥等が放置されている場合には、早急に放射線量を測定することとし、３月

末を目途に適正に処分いたします。 

 

 有限会社柏廃材処理センター健康被害問題について申し上げます。 

昨年７月 20 日付けで被害者の会から千葉県公害審査会に提出された調停申請につ

きましては、１月 30 日に被害者の会と千葉県が出席し、第１回調停審査会が開催さ

れました。有限会社柏廃材処理センターは、調停の打切りを求める答弁書を提出し、

審査会には欠席しました。千葉県は、調停の打切りを求める意見書を提出し、出席し

た両者の主張が聞取りされ、調停審査が行われたと弁護団から聞いております。 

今後につきましては、審査会としては調停審査を継続し、柏廃材処理センターに対

して出席を求め、当事者間の合意の成立を目指すと聞いております。 

 

 とんとんみずき橋の再築費用を求めた訴訟について申し上げます。 

 本件訴訟につきましては、和解期日に裁判官から原告、被告双方に正式に書面にて

和解案が示されました。 

 市では、裁判官から示された和解案について、市の代理人弁護士と協議しましたが、

内容については受け入れられるものではなかったため、１月 17 日に行われた裁判で
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「和解は受け入れられない」と回答しています。 

 また、１月 31日付けで裁判所に被告側の担当者等の人証申請を行い、２月 14日の

裁判で人証採用されたことにより、４月 21日に証人尋問が行われる予定です。 

 今後も市の代理人弁護士と協議しながら裁判を継続したいと考えております。 

 

 １市２町の広域連携による観光活性化事業について申し上げます。 

 平成 27 年度に国の補正予算で交付されました地方創生加速化交付金を活用し、野

田市、境町及び五霞町の１市２町による広域連携による観光活性化事業を進めてまい

りました。 

本市が担当し広域エリアの情報発信として作成してきましたホームページ「関宿と

簗田氏～戦国期に活躍した一族」につきましては、簗田氏の歴史物語のほか、１市２

町の名所・旧跡や食事処・物産品を紹介するコーナーも出来上がり、現在は全編を公

開しております。当ホームページの閲覧がきっかけとなり、このエリアの観光客の増

加に期待しているところでございます。 

 

 道の駅について申し上げます。 

道の駅の整備に係る研究会では、千葉県、茨城県及び栃木県の主要国道やバイパス

道路沿いに設置されている 14 カ所の道の駅について、設置形態、整備費、管理運営

形態、運営費等についての調査を行い、２月７日に第２回目の研究会を開催しました。

研究会では、より具体的な情報が必要であるとして、駐車場等の設置基準や施設整備

に係る財源確保の状況、道路管理者との連携、道の駅の施設の配置や物産品の陳列状

況、道の駅の管理運営方法と運営費などについて、再度細かく調査することとし、事

業化に向けた課題の研究を進めてまいりたいと考えております。 

 

 総合公園陸上競技場の改修工事について申し上げます。 

日本陸上競技連盟第３種公認更新に伴う改修工事の第３期工事として、今年度は、

トラックの直走路及び第１コーナーのウレタン改修、レーンライン、マーキング等の

改修を行い、２月 28日に工事が完了する予定です。 

 

 インターネットによる総合公園及び関宿総合公園施設予約システムについて申し上

げます。 

 ４月１日から千葉県及び県内市町村が参加する千葉県電子自治体共同運営協議会が
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運営する共同利用型のシステム「第二期ちば施設予約システム」を使用して、インタ

ーネットによる施設予約システムを導入します。４月から２カ月間は利用のための事

前登録期間とし、８月１日の利用分から本格稼働する予定です。 

 

 野田市に関係するスポーツ選手の活躍について申し上げます。 

１月２日及び３日に行われました第 93 回東京箱根間往復大学駅伝競走において、

野田市立第一中学校出身の 武田 凛太郎 さんが早稲田大学の１区を区間３位で走

り、チームは総合３位に入り、来季のチームのシード権獲得に貢献いたしました。 

 

 各種行事の実施状況について申し上げます。 

 １月８日に新春恒例の消防出初式を文化センターにおいて、多数のご来賓のご臨席

をいただき、消防職員及び消防団員 622人の参加のもと挙行いたしました。 

 

 １月９日に平成 29 年野田市成人式を文化会館で開催いたしました。該当者数は

1,624人、出席者数は 1,131人で、出席率は 69.64％でありました。 

 

 １月 20 日及び 21 日の２日間、千葉県消防学校において、平成 28 年度千葉県消防

広域応援隊合同訓練が実施され、県下全消防本部職員 77 隊 296 人が参加し、野田市

からは救助部隊５人及び後方支援部隊３人が参加いたしました。 

 

 １月 24 日にＮＥＣグリーンロケッツラグビー部による、タグラグビー教室が岩木

小学校で開催されました。５年生を対象として 126人の児童が参加しました。２時間

の中で選手からゲーム中心の指導を受け、最後は選抜チームと選手による簡易ゲーム

を行いました。 

 

 １月 29日に第 29回関宿城マラソン大会が、関宿城博物館周辺河川敷特設コースで

開催され、15 種目に小学生未満の子供から一般まで 721 人の幅広い年齢層の参加が

ありました。 

 

１月 29日に関根名人記念館対局室において、第 43期岡田美術館杯 女流名人戦五

番勝負第３局が、 里見 香奈 女流名人と挑戦者の 上田 初美 女流三段で行わ

れ、熱戦の結果、84 手で 里見 香奈 女流名人が勝利しました。同時に小ホール



 26 

で開催しました大盤解説会は、遠くは香川県からもお越しいただくなど、77 人の将

棋ファンの皆様に楽しんでいただきました。実施に当たり関根金次郎支部の皆様のご

協力に感謝いたします。 

 

２月 12 日に中央公民館及び総合福祉会館において、市民活動団体による第１回市

民活動元気アップふぇすたを開催しました。集まれ野田のなかまたちと称し、参加団

体 25 団体の団体紹介や各種実演イベント等を行い、スタッフや出演者 222 人、来場

者 405人の合わせて 627人により大いに盛り上がることができました。 

 

 ２月 17 日から２月 19 日まで、オープンサタデークラブ「クラブフェスタ 2017」

として、オープンサタデークラブの作品展示と発表を市民会館及び郷土博物館におい

て３日間開催し、合わせて 1,640人の来場者がありました。 

 

 ３月１日から７日までの１週間にわたり、「消しましょう その火その時 その場

所で」を統一標語に、全国春の火災予防運動が行われます。期間中は、火災予防査察

等を実施し、市民の皆様、各事業所、学校、自主防災組織等に対し火災に対する警戒

心を喚起いたします。 

 

各種大会の結果について申し上げます。 

 １月８日に行われた第 68 回青木半治杯中学校対抗銚子半島一周駅伝大会で、北部

中学校が準優勝、東部中学校が第８位と健闘いたしました。 

 

 寄附について申し上げます。 

 社会福祉施設整備基金指定寄附金として、野田市上花輪 1212 番地の３ 良惠男会 

会長 田貝 満男 様から 10万円、野田市山崎 1913番地の２ 株式会社ひだまりハ

ウス 代表取締役 塚越 敦史 様から 100万円を頂きました。 

 ご寄附につきましては、改めて御礼申し上げます。 

 

続きまして、今議会にご提案いたしました議案等についてご説明申し上げます。 

 報告第１号から報告第３号までは、損害賠償に係る専決処分の報告でございます。 

 議案第１号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税の住宅借入金等特別税額

控除の適用期限等の延長、軽自動車税の環境性能割の創設、法人市民税の法人税割の
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税率改正等に関する規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２号は、条例の公布等を行う掲示場を野田市役所掲示場の１か所に改めると

ともに、条例の公布等に関する情報を市のホームページに掲載する規定を整備し、併

せて関係条例を整備しようとするものでございます。 

 議案第３号は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、時間外

勤務の制限等の対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の者、養子縁組里親

に委託されている者等を加えるとともに、介護休暇及び介護時間に関する規定を整備

しようとするものでございます。 

 議案第４号は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、育児休

業の承認の対象となる者に関する規定及び介護時間に係る部分休業の承認に関する規

定を整備しようとするものでございます。 

 議案第５号は、野田市行政改革大綱に基づき給与の適正化を図るため、特殊勤務手

当に関する規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第６号は、行政組織の見直しに伴い、組織の改編を行うため、関係条例の規定

を整備しようとするものでございます。 

 議案第７号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴い、引用する法律の号番号を改めようとするものでございます。 

 議案第８号は、野田市公契約審議会の設置に関する規定を整備するとともに、公契

約に係る賃金等の最低額の端数処理の取扱いに関する規定を整備しようとするもので

ございます。 

 議案第９号は、入居者の退去に伴い、老朽化した野田市営谷津宮脇団地の用途を廃

止しようとするものでございます。 

 議案第 10 号は、交通安全に関する事業の実施体制の見直しにより交通安全対策指

導員の設置を廃止することから、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規

定を整備しようとするものでございます。 

 議案第 11 号は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の本格施行に伴

い登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関する規定を整備するとともに、建築物

エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い引用する省令の条番号を改

めようとするものでございます。 

 議案第 12 号は、野田市関宿心身障がい者福祉作業所を障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスその他就労支援を行う

多機能型事業所へ移行させることから、全部改正を行おうとするものでございます。 
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 議案第 13 号は、野田市行政改革大綱等に基づき、敬老祝金の受給資格者及び支給

額に関する規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第 14 号は、介護保険法に基づく介護サービスに利用者が全て移行したことに

伴い、本事業の役割が終了したことから条例を廃止しようとするものでございます。 

 議案第 15号は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、平成 29年度における保険料

率の特例に関する規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第 16 号は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準の一部改正に伴い、指定地域密着型通所介護及び指定療養通所介護の事業に関する

規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第 17 号は、入所児童数の増加に伴い、児童の安全と良好な保育環境を確保す

るため、新たに野田市立清水第三学童保育所を設置しようとするものでございます。 

 議案第 18 号は、土地区画整理事業の進捗に伴い、事務所の所在地を市役所に変更

しようとするものでございます。 

 議案第 19 号は、野田市心身障がい者福祉作業所の指定管理者として、社会福祉法

人野田みどり会を指定しようとするものでございます。 

 議案第 20 号は、野田市関宿心身障がい者福祉作業所の指定管理者として、社会福

祉法人はーとふるを指定しようとするものでございます。 

 議案第 21 号は、野田市立花輪保育所の指定管理者として、株式会社日本保育サー

ビスを指定しようとするものでございます。 

 議案第 22 号は、野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理者として、特定

非営利活動法人野田文化広場を指定しようとするものでございます。 

 議案第 23 号から議案第 30 号までの議案８件は、平成 29 年度野田市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計の予算案でございます。 

 議案第 23号平成 29年度野田市一般会計予算について、歳出の主な事業を申し上げ

ますと、総務費では、新規事業として、市民活動団体支援補助金、いちいのホールの

空調設備改修工事、シティプロモーション事業費、ご当地ナンバープレート費用及び

旅券事務費を計上しております。 

民生費の社会福祉関係では、障がい者福祉費における介護給付費及び訓練等給付費、

生活保護費における法内援護費を増額計上、新規事業として、障がい者基本計画等策

定費、障がい者各種援護費における家具転倒防止器具取付委託料を計上、高齢者福祉

関係では、日常生活援護費における家具転倒防止器具取付委託料を新規計上、児童福

祉関係では、子ども医療費助成事業費、児童扶養手当、保育所運営助成費、障がい児
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通所支援事業費及び学童保育所管理運営委託費を増額計上しております。なお、新規

事業として、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業、宮崎第三学童保

育所の設置工事費を計上しております。 

衛生費の保健衛生関係では、甲状腺超音波検査事業費、25 歳及び 30 歳を加えて実

施する歯周疾患検診委託料、視触診検査をエコー検査に変更する乳がん検診委託料、

Ｂ型肝炎予防接種委託料を増額計上、清掃関係では、新清掃工場建設候補地に係る生

活環境影響調査費用を 28年度に引き続き計上しております。 

農林水産業費には、就農支援事業費補助金及び施設の適正な維持管理を行う適正化

事業費を増額計上、東葛北部地区かんがい排水事業元利償還金については、低金利へ

の借換えによる減額を計上しております。 

商工費では、起業家支援事業を増額計上するとともに、将棋女流タイトル戦分担金

等の将棋普及事業費を計上しております。 

土木費では、連続立体交差事業及びその関連事業である愛宕駅東西の整備費、野田

市駅西土地区画整理費及び中野台中根線に重点を置くとともに、舗装補修費、浸水対

策として六丁四反調整池整備を始めとする排水整備費、合併関連事業の船形吉春線を

完成させるための事業費を計上、みどりのふるさと事業関係では、生物多様性自然再

生事業を計上するとともに、財源確保のためふるさと納税を拡充する経費を計上して

おります。 

消防費には、女性消防職員採用に伴う関宿分署施設改修工事、高規格救急車の更新

経費、29年度で整備が完了する防災備蓄品の購入費等を計上しております。 

教育費の学校関係では、新たに全小学校に学級事務支援員を配置する経費を計上、

児童生徒の情報を一元管理する統合型校務支援システムを 30 年度に導入するための

債務負担行為を設定しております。また、中央小学校に学校ビオトープを整備するた

めの費用を計上、老朽化した移動教室用バス１台を更新するための債務負担行為を設

定しております。中学校トイレ改修事業においては、ふるさと納税による前倒し分を

計上するとともに、ふるさと納税を拡充する経費を計上しております。 

また、「子ども未来教室」に関する所要の事業費を教育費に計上しております。 

社会教育関係では、新規事業として、鈴木貫太郎記念館での展示解説ボランティア

養成講座開設及び展示用映像作成のための経費、全公民館において生物多様性講座を

開催する経費、総合公園及び関宿総合公園施設予約システムの経費を計上しておりま

す。 

継続費につきましては、いちいのホール空調設備改修工事監理業務委託ほか３件を
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計上しております。 

債務負担行為につきましては、ちば電子申請システム使用料ほか 14 件を計上して

おります。 

次に、特別会計について申し上げます。 

議案第 24 号平成 29 年度野田市国民健康保険特別会計予算は、予算規模が 234 億

5,500 万円で、保険給付費の増などにより対前年度比１億 3,690 万円、0.6％の増と

なっております。 

議案第 25 号平成 29 年度野田市下水道事業特別会計予算は、予算規模が 37 億

6,400 万円で、下水道事業費の増などにより対前年度比 4,800 万円、1.3％の増とな

っております。 

債務負担行為につきましては、地方公営企業法適用支援業務委託（固定資産台帳及

びシステム作成）ほか１件を計上しております。 

議案第 26号平成 29年度野田市用地取得特別会計予算は、予算規模が１億 3,500万

円で、対前年度比 1,800万円、15.4％の増となっております。 

議案第 27 号平成 29 年度野田市介護保険特別会計予算は、予算規模が 108 億 7,200

万円で、保険給付費の増などにより対前年度比 10 億 7,870 万円、11.0％の増となっ

ております。 

議案第 28号平成 29年度野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算は、

予算規模が２億 600万円で、土地区画整理事業費の減などにより対前年度比 8,900万

円、30.2％の減となっております。 

議案第 29 号平成 29 年度野田市後期高齢者医療特別会計予算は、予算規模が 15 億

4,900 万円で、後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより対前年度比 7,000 万円、

4.7％の増となっております。 

議案第 30号は、平成 29年度野田市水道事業会計予算でございます。 

 29 年度の業務予定量につきましては、給水件数５万 8,358 件、年間総給水量は、

1,479 万 5,000 立方メートル、１日平均給水量４万 534 立方メートルとしております。 

主な建設工事は、建設改良工事で、老朽化に伴う赤水の発生や漏水の防止対策とし

ての配水管布設替工事及び浄・配水施設の長寿命化を図るための更新工事等に 10 億

6,488 万円、拡張工事では給水希望者の要望を最優先として、待機期間の短縮を図る

ための配水管布設工事を中心に１億 1,418万 9,000円を計上しております。 

収益的収支につきましては、事業収益が給水収益や給水申込納付金等で 34 億

6,088 万 9,000 円に対し、営業費用が上花輪浄水場の浄水費用や北千葉広域水道企業
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団からの受水費、固定資産の減価償却費等で 29 億 8,509 万 5,000 円であり、税抜き

３億 8,252万 8,000円の純利益を見込んでおります。 

なお、この中には資本金に組み入れるべき減価償却見合い分の長期前受金戻入が含

まれていることから、当該戻入を除く純利益は２億 446万 5,000円となります。 

また、資本的収支につきましては、収入が工事寄附負担金及び他会計負担金で

2,709 万円に対し、支出は建設改良費及び拡張事業費等で 16 億 5,470 万 7,000 円を

予定しております。 

これにより 16 億 2,761 万 7,000 円の収入不足となりますが、過年度分損益勘定留

保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額での補填を予

定しております。 

議案第 31 号から議案第 36 号までの議案６件は、平成 28 年度野田市一般会計及び

各特別会計の補正予算でございます。 

議案第 31号平成 28年度野田市一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出予算、継

続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ 15 億

8,259 万 8,000 円を減額し、総額を 552 億 3,916 万 1,000 円にしようとするものでご

ざいます。主な内容は、決算見込みに基づく既定予算の過不足額、国の補助事業内示

に伴う事業費の減額などでございます。 

決算見込みによるものとして、国民健康保険特別会計繰出金及び管外保育所運営委

託料等の増額を計上する一方、実績に基づく難病療養者見舞金、臨時福祉給付金、保

育所指定管理料、私立保育所保育事業補助金の減額、県事業の事業費確定に伴う中野

台鶴奉線等の街路事業負担金及び連続立体交差事業負担金の減額、工事が完了した中

学校空調設備設置事業費の減額、設計額確定に伴う小学校及び幼稚園空調設備設置事

業費の減額等を計上しております。 

国の補助事業内示に伴うものとして、舗装補修費、堤台柳沢線道路改良事業費、排

水整備費、愛宕駅西口駅前広場等整備費及び野田市駅西土地区画整理費の減額を計上

しています。 

なお、北部学童保育所につきましては、施工監理委託料と学童保育所設置工事を減

額するとともに、28、29 年度の２カ年で設定していた継続費の廃止、基礎工法を見

直すために予備費で措置した設計委託料に係る繰越明許費を計上しております。 

歳入では、搬入廃棄物処理手数料の減に伴う使用料及び手数料の減額、事業費の確

定に伴う国庫支出金及び地方債の減額を計上する一方、収入実績等により県支出金、
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財産収入、寄附金及び諸収入の増額を計上しております。また、財政調整基金の増強

を図るため、財政調整基金繰入金の減額を計上しております。 

継続費は、北部学童保育所設置工事施工監理業務委託の廃止ほか２件を計上してお

ります。 

繰越明許費は、市史編さん費ほか 15件を計上しております。 

債務負担行為は、野田市関宿心身障がい者福祉作業所指定管理料ほか３件を計上し

ております。 

議案第 32号平成 28年度野田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入

歳出予算の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ 9,187万円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 235億 9,431万 5,000円にしようとするも

のでございます。 

補正の内容は、歳出では予備費を増額し、歳入では一般会計からの保険基盤安定繰

入金を増額しております。 

議案第 33号平成 28年度野田市下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳

出予算及び繰越明許費の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ 2,022万

1,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 38 億 8,582 万 5,000 円にしよう

とするものでございます。 

補正の内容は、歳出では江戸川左岸流域下水道維持管理費及び予備費を減額し、歳

入では下水道使用料を減額しております。 

繰越明許費は、枝線舗装工事（その１）ほか３件を計上しております。 

議案第 34号平成 28年度野田市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出

予算及び繰越明許費の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ 8,980万

6,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 100 億 4,103 万 8,000 円にしよう

とするものでございます。 

補正の内容は、歳出では保険給付費及び介護保険給付費準備基金積立金を減額し、

歳入では、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計繰入金を減額してお

ります。 

繰越明許費は、趣旨普及事務費を計上しております。 

議案第 35号平成 28年度野田市次木親野井特定土地区画整理事業特別会計補正予算
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（第２号）は、歳入歳出予算及び繰越明許費の補正でございます。 

補正の内容は、歳入予算において、保留地処分金を増額する一方、一般会計繰入金

を減額しております。 

繰越明許費は、土地区画整理諸費ほか１件を計上しております。 

議案第 36号平成 28年度野田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、歳

入歳出予算の補正でございます。 

歳入歳出予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ 10 万

8,000 円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 14 億 8,363 万 7,000 円にしよう

とするものでございます。 

補正の内容は、歳出では総務費を減額し、歳入では国庫支出金及び一般会計繰入金

を減額しております。 

 

 なお、ただ今、ご提案申し上げました議案等のほか、追加議案として人事案件をご

提案申し上げるべく予定しております。 

 

以上、今議会にご提案申し上げました議案等の概要についてご説明申し上げました。

よろしくご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございまし

た。 


